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論文審査の結果の要旨 

 本論文は、「ビジネスと人権」と総称される問題群に関し、国連の人権保障機関の実行を中心に分析し、その評価

を示すものである。 

 本論文の第１章「国際社会における『ビジネスと人権』の展開」では、企業の活動に対する国際社会の対応を概観

しつつ、その対応の方法の類型として、３つの観点・視点、すなわち、①企業の活動に「第一義的な責任を負う受入

国政府の人権保障義務の強化」、②「本国の自国企業に対する域外的保護義務」及び③「企業を名宛人とする規範の

形成」の試みと、企業に直接的に人権の促進を促すといった活動であり、そのそれぞれを各章で検討するとする。 

第２章「国家の保護義務の『行為の義務』化」では、人権条約上の国家の義務のうち、いわゆる保護義務をとりあ

げる。筆者は、条約の履行監視機関、特に児童の権利委員会の活動の検討を通じて、国家の義務には、結果として人

権が保障される状態を実現することを求める「結果の義務」とともに、とるべき措置の類型を指定する「行為の義務」

をも含むように解釈されてきたことを指摘する。手段の選択に認められた国家の裁量の範囲が限定され、「委員会が

示す具体的な『適切なすべての措置』を『実際に（in practice）取っているか』」が問われるようになっているという。 

 第３章「自国企業に対する国家の域外的保護義務」では、人権条約の監視機関の実行を通じて、自国領域外で活動

する自国企業を規律する国家の義務（域外的保護義務）を検討する。その結果、企業の本国は、「国際法に抵触する

管轄権の域外適用に該当しない範囲で、自国企業に確実に人権尊重を求める措置をとる『行為の義務』が求められる」

という。 

 第４章「国際人権保障機関による企業の国際人権基準の履行確保」は、企業に国際法上の人権保障義務を直接に課

すための試みがなされてきたものの、それが成功したとはいえないこと、他方で、ILO 三者宣言や国連グローバルコ

ンパクトといった非拘束的で、人権促進的な活動が展開されたてきたことが指摘される。そして、企業による人権侵

害の防止及び人権の促進のための手段として、モニタリング・アプローチとパートナーシップ・アプローチとがあり、

両者は相互補完的であるとされる。 

 終章「結論と今後の課題」では、それまでの議論を要約するとともに、上記の３つの観点・視点の相互関係につい

て触れ、国家を媒介とした国際的実施の観点（上記の①及び②）を、国際機関が企業に直接的に人権の促進を促す活

動という越境的実施の観点（上記の③）が補完するという関係にあることを示唆する。 

 本論文は、先行研究や関係する国際機関の文書などを渉猟しつつ、上記の３つの観点・視点を分析するものであり、

全体として、企業と人権との関係に関する包括的で、最新の知見を含む先端的な研究である。また、その分析の手法

は堅実であり、論理展開も着実である。このことは、筆者の高い学問的能力を示すものと認められる。他方、上記３

つの観点・視点の総括の仕方は、必ずしも十分ではなく、その分析にはなお検討するべき多くの論点がある。もっと

も、筆者もこれを自覚しているから、研究のさらなる発展も期待することができる。 

以上のことから、本論文は、筆者が自立した研究者として活動する能力が十分にあることを示すものであり、審査

委員全員一致で、博士（国際公共政策）の学位を授与するに値すると結論する。 


